
流 山 市 民 活 動 推 進 セ ン タ ー 運 営 管 理 業 務 委 託  

公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 会 の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 要 領  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 流 山 市 民 活 動 推 進 セ ン タ ー 運 営 管 理 業 務 委

託 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。） の 設

置 及 び 運 営 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 設 置 ）  

第 ２ 条  流 山 市 民 活 動 推 進 セ ン タ ー 運 営 管 理 業 務 委 託 の 優 先 交 渉

権 者 選 定 に あ た り 、 選 定 の 公 平 性 及 び 透 明 性 の 確 保 を 図 る た め

審 査 会 を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ３ 条  審 査 会 は 、 流 山 市 民 活 動 推 進 セ ン タ ー 運 営 管 理 業 務 委 託

の 優 先 交 渉 権 者 選 定 に 関 す る 事 務 を 所 掌 す る 。  

 （ 委 員 ）  

第 ４ 条  審 査 会 は 、 次 に 掲 げ る 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

 （ １ ） 副 市 長  

 （ ２ ） 市 民 生 活 部 長  

 （ ３ ） 市 民 生 活 部 以 外 の 部 長 の 職 に あ る 者 １ 名  

 （ ４ ） 市 民 生 活 部 次 長 の 職 に あ る 者 １ 名  

 （ ５ ） コ ミ ュ ニ テ ィ 課 長  

 （ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 ５ 条  審 査 会 に 委 員 長 及 び 副 委 員 長 各 １ 名 を 置 く 。 委 員 長 は 副

市 長 を も っ て 充 て 、副 委 員 長 は 、委 員 長 の 指 名 す る 者 を 充 て る 。  

２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 審 査 会 を 代 表 す る 。  

３  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 に 事 故 あ る と き 又 は 委

員 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 （ 審 査 会 の 開 催 ）  

第 ６ 条  審 査 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 招 集 し 、 委 員 長 が 審 査

会 の 議 長 と な る 。  

２  審 査 会 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 開 く こ と が で き

な い 。  

３  審 査 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の 場 合



は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

４  審 査 会 は 、 必 要 に 応 じ て 、 審 査 会 等 に 関 係 者 の 出 席 を 求 め 、

意 見 を 聴 く も の と す る 。  

 （ 審 査 及 び 選 定 の 基 準 ）  

第 ７ 条  第 ３ 条 に 規 定 す る 優 先 交 渉 権 者 の 選 定 に あ た っ て は 、 別

に 定 め る 「 優 先 交 渉 権 者 決 定 基 準 」 に 基 づ き 、 審 査 す る も の と

す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ８ 条  審 査 会 の 庶 務 は 、 市 民 生 活 部 コ ミ ュ ニ テ ィ 課 に お い て 処

理 す る 。  

 （ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 審 査 会 の 運 営 に 関 し 必 要

な 事 項 は 委 員 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 当 該 業 務 の 契 約 が

締 結 さ れ た 日 の 翌 日 に そ の 効 力 を 失 う 。  

 


